
生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明願添付書類 

 

１． 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明願      ２部 

２． 買取り申出をする生産緑地の土地登記簿謄本      １部（コピー可） 

（全部事項証明書） 

３．【死亡の場合】 

買取り申出事由の生じた者と申出者の関係を証する書類 １部（コピー可） 

（除籍謄本・住民票） 

４．【故障の場合】 

本人確認ができる書類（住民票等）          １部（コピー可） 

買取り申出事由を証する書類（診断書等）       １部（コピー可） 

 

 

※ 住民票等及び診断書は申請前３月以内のもの。診断書は、農業ができない旨

が記載されたもの。 

 

※本人以外の受領時に、委任状が必要になります。同居の家族の方は、住所を証

明できる身分証明書が必要になります。 

 

※証明は、1件につき３００円の手数料がかかります。 


